
令
和
六
年
四
月
五
日

一

大
分
県
報
（
告
示
）

令

和

六

年

第

四

九

八

号

四

月

五

日

（　金 曜 日　）

目
　
　
　
　
　
　
　
次

　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
示

身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定  

一

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定
及
び
縦
覧
（
二
件
）  

一

令
和
五
年
度
臨
時
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜  

二

道
路
区
域
の
変
更  

二

道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）  

二

　
　
　
　
　
　
　
警
察
本
部
訓
令

行
方
不
明
者
発
見
活
動
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正  

三

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
二
百
十
一
号

　
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
師
と

し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

　
　
令
和
六
年
四
月
五
日

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

指
定
障
害
区
分

医
師
氏
名

勤
　
務
　
場
　
所

指 

定 

年 

月 

日

呼
吸
器
の
機
能
障
害 

音
声
・
言
語
機
能
障
害

そ

し

ゃ

く

福
永
　
拙

社
会
福
祉
法
人
別
府
発
達
医
療
セ
ン

タ
ー

別
府
市
鶴
見
四
〇
七
五
―
一

令
六
・
三
・
一
四

肢

体

不

自

由

平
衡
機
能
障
害

久
保
郁
子

村
上
脳
神
経
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

別
府
市
山
の
手
町
一
四
―
三
〇

　
　
　
〃

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

心
臓
の
機
能
障
害

石
川
敬
喜

社
会
医
療
法
人
長
門
莫
記
念
会
　
長

門
記
念
病
院

佐
伯
市
鶴
岡
町
一
丁
目
一
一
―
五
九

　
　
　
〃

肝
臓
の
機
能
障
害

小
田
東
太 

医
療
法
人
慈
恵
会
　
西
田
病
院

佐
伯
市
鶴
岡
西
町
二
丁
目
二
六
六
番

地

　
　
　
〃

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸

の

機

能

障

害 

福
田
悠
子 

三
好
医
院

臼
杵
市
海
添
五
八
―
五

　
　
　
〃

腎
臓
の
機
能
障
害 

丸
尾
美
咲

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

　
　
　
〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
十
二
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営

土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
六
年
四
月
五
日

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

事
　
　
業
　
　
名

地
区
名

縦
　
覧
　
期
　
間

縦
覧
場
所

県
営
集
落
基
盤
整
備
事
業

（
農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
）

挾
間
（
谷
中
恵
・

酒
野
線
）
地
区

令
六
・
　
四
・
　
五
か
ら

令
六
・
　
四
・
二
五
ま
で

由
布
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
十
三
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営

土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。



令
和
六
年
四
月
五
日

二

大
分
県
報
（
告
示
）

　
な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
六
年
四
月
五
日

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

事
　
　
業
　
　
名

地
区
名

縦
　
覧
　
期
　
間

縦
覧
場
所

県
営
経
営
体
育
成
基
盤
整
備

事
業
（
区
画
整
理
）

細
田
地
区

令
六
・
　
四
・
　
五
か
ら

令
六
・
　
四
・
二
五
ま
で

佐
伯
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
十
四
号

　
家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
令
和
五

年
度
の
臨
時
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
令
和
六
年
四
月
五
日

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

種
畜
証
明
書
番
号

名
前

（
登
録
・
登
記
番
号
）

品
　
種

検
査
成
績

令
五
大
分
県
臨
六
第
一
号

星
治
郎

（2022

　子
大
分
黒

　10039

）

黒
毛
和
種

二
級

令
五
大
分
県
臨
六
第
二
号

松
吉
重

（2022

　子
大
分
黒

　11684

）

黒
毛
和
種

二
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
十
五
号

　
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
四
月
五
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
六
年
四
月
五
日

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区
　
　
　
間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延
　
　
長

県
道
書
曲
野

田
線

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑
字
白
岩
七

九
番
八
か
ら

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑
字
白
岩
八

〇
番
一
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

七
・
九
　
　

～
　
六
・
三

メ
ー
ト
ル

四
〇
・
〇

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑
字
白
岩
七

九
番
一
二
か
ら

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑
字
白
岩
八

〇
番
一
ま
で

後

一
四
・
一
　
　

　
～
　
六
・
三

四
八
・
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
十
六
号

　
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
四
月
五
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
六
年
四
月
五
日

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供
　
用
　
開
　
始
　
区
　
間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
日
田
玖
珠
線

日
田
市
大
字
有
田
字
花
立
一
六
四
一
番
四
地
先
か
ら

日
田
市
大
字
有
田
字
花
立
一
六
二
九
番
九
ま
で

令
六
・
　
四
・
　
五

県
道
西
有
田
豆
田
線

日
田
市
大
字
有
田
字
花
立
一
六
四
一
番
四
か
ら

日
田
市
大
字
有
田
字
上
小
金
田
一
六
七
〇
番
五
ま
で

令
六
・
　
四
・
　
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
十
七
号

　
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
四
月
五
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
六
年
四
月
五
日



令
和
六
年
四
月
五
日

三

大
分
県
報
（
告
示
・
警
察
本
部
訓
令
）

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供
　
用
　
開
　
始
　
区
　
間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
書
曲
野
田
線

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑
字
白
岩
七
九
番
一
二
か
ら

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
戸
畑
字
白
岩
八
〇
番
一
ま
で

令
六
・
　
四
・
　
五

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
岩
室
字
宮
ノ
下
六
七
一
番
か
ら

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
岩
室
字
野
添
二
四
八
番
一
九
ま

で

令
六
・
　
四
・
　
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
十
八
号

　
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
四
月
五
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
六
年
四
月
五
日

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供
　
用
　
開
　
始
　
区
　
間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
渋
見
成
恒
中
津
線

中
津
市
三
光
成
恒
字
随
雲
寺
四
四
四
番
三
か
ら

中
津
市
三
光
成
恒
字
臼
撫
二
〇
三
番
六
ま
で

令
六
・
　
四
・
　
五

○
警
察
本
部
訓
令

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
23号

警
　

察
　

本
　

部
　

警
　

察
　

学
　

校
　

警
　

　
察

　
　

署
　

　
行

方
不

明
者

発
見

活
動

に
関

す
る

規
程

（
平

成
22年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

２
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
　

　
令

和
６

年
４

月
５

日

大
分

県
警

察
本

部
長

　
種

　
田

　
英

　
明

　
　

第
４

条
第

３
項

中
「

行
方

不
明

者
届

事
案

指
揮

簿
・

発
見

活
動

記
録

簿
」

を
「

行
方

不
明

事
案

指
揮

・
対

応
票

」
に

改
め

る
。

　
第

５
条

第
２

項
中

「
行

方
不

明
者

届
受

理
票

」
を

「
行

方
不

明
者

届
受

理
・

登
録

票
」

に
改

め
る

。
　

第
６

条
第

２
項

中
「

警
察

庁
情

報
管

理
シ

ス
テ

ム
」

を
「

警
察

共
通

基
盤

シ
ス

テ
ム

に
お

け
る

相
談

業
務

・
人

身
安

全
関

連
業

務
等

シ
ス

テ
ム

」
に

改
め

る
。

　
第

８
条

中
「

行
方

不
明

者
届

事
案

指
揮

簿
・

発
見

活
動

記
録

簿
」

を
「

行
方

不
明

事
案

指
揮

・
対

応
票

」
に

改
め

る
。

　
第

１
号

様
式

か
ら

第
３

号
様

式
ま

で
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。



令
和
六
年
四
月
五
日

四

大
分
県
報
（
警
察
本
部
訓
令
）

  

継
紙

    

第第
１１

号号
様様

式式
（
第
４
条
関
係
）

第
１
号
様
式

（
第

４
条

関
係

）



令
和
六
年
四
月
五
日

五

大
分
県
報
（
警
察
本
部
訓
令
）

第
２
号
様
式

（
第

５
条

関
係

）



令
和
六
年
四
月
五
日

六

大
分
県
報
（
警
察
本
部
訓
令
）

第
３
号
様
式

（
第

７
条

関
係

）



令
和
六
年
四
月
五
日

七

大
分
県
報
（
警
察
本
部
訓
令
）

　
第

４
号

様
式

中
「

調
査

者
印

」
を

「
調

査
者

氏
名

」
に

、
　

　
　

　
を

　
　

　
　

　
　

に
、

「
検

視
（

見
　

　
　

分
）

者
」

を
「

検
視

、
調

査
等

の
実

施
者

」
に

改
め

、
同

様
式

の
備

考
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
　

（
備

考
）

　
　

１
　

※
印

は
、

作
成

署
で

は
記

入
を

要
し

な
い

。
　

　
２

　
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
工

業
規

格
Ａ

列
４

番
と

す
る

こ
と

。
　

第
７

号
様

式
及

び
第

８
号

様
式

を
次

の
よ

う
に

改
め

る
。 「

  
　

  印
　

  　
 

　
　

　
   」

「　
  氏

　
  名

 
　

　
　

   」

第
７
号
様
式

（
第

15条
関

係
）



令
和
六
年
四
月
五
日

八

大
分
県
報
（
警
察
本
部
訓
令
）

第
８
号
様
式

（
第

17条
関

係
）



令
和
六
年
四
月
五
日

九

大
分
県
報
（
警
察
本
部
訓
令
）

　
第

10号
様

式
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
第
1
0
号
様
式

（
第

20条
関

係
）



令
和
六
年
四
月
五
日

一
〇

大
分
県
報
（
警
察
本
部
訓
令
）

　
　

　
附
　
則

　
　

こ
の

訓
令

は
、

令
和

６
年

４
月

５
日

か
ら

施
行

す
る

。


